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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

電機工業会（JEMA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業

標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって，JIS C 9607:2007

は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 C 9607：2015 
 

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

Household electric refrigerators, refrigerator-freezers and freezers 

 
1 適用範囲 

この規格は，圧縮式冷凍機と貯蔵室とで構成する箱体を一体とした，定格内容積 800 L 以下の家庭用電

気冷蔵庫及び定格内容積 600 L 以下の家庭用電気冷凍庫（以下，電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を総称して電

気冷蔵庫等という。）について規定する。 

この規格の“家庭用”とは，一般消費者が日常生活用に用いるものをいい，製造業者が意図して“業務

用”などとカタログ類で明示しているものは適用しない。 

また，本体（タイプ A）と附属書 A（タイプ B）とは，個別に適用する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 0445 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法 

JIS C 0446 色又は数字による電線の識別 

JIS C 1102-1 直動式指示電気計器－第 1 部：定義及び共通する要求事項 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第 2 部：電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1102-3 直動式指示電気計器 第 3 部：電力計及び無効電力計に対する要求事項 

JIS C 1102-4 直動式指示電気計器 第 4 部：周波数計に対する要求事項 

JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）－第 1 部：一般仕様 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS C 1509-1 電気音響－サウンドレベルメータ （騒音計）－第 1 部：仕様 

JIS C 1509-2 電気音響－サウンドレベルメータ （騒音計）－第 2 部：型式評価試験 

JIS C 2110-1 固体電気絶縁材料－絶縁破壊の強さの試験方法－第 1 部：商用周波数交流電圧印加によ

る試験 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600 V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－第 1 部：一般要求事項 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8367 圧力式サーモスタット 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 1 部：通則 


